
令和８年度 乳がん検診無料クーポン券について 

乳がん検診（マンモグラフィ）について、「無料クーポン券」による無料検診を実施します。 

なお、今回から無料クーポン券はハガキへ変更となっています。 

 

１．内容 

（１）対象者 前年度４０歳になった女性  

年齢 生  年  月  日 

４０歳 昭和６０年４月２日～昭和６１年４月１日 

※年齢は令和８年４月１日現在 

※クーポン対象者は前年度受診歴に関わらず受診可能 

 

（２）クーポン発送予定日 令和８年６月２３日 

 

（３）有効期間 令和８年７月 1日から令和９年３月３１日まで 

 

（４）償還払い（自己負担分払い戻し） 

無料クーポン券の対象者で、令和８年４月１日から令和８年６月３０日までの間に、既にいきいき受

診券による乳がん検診を受診した方については、自己負担分の払い戻し制度に基づき、本人の申請

により自己負担分の払い戻しを行います。 

払い戻し対象者には、鹿児島市から９月ごろに手続き用紙を対象者に送付しますので、その旨ご 

案内ください。（払い戻しについては、無料クーポン券の使用の注意点欄に記載しております。） 

※今年度４１歳で昨年度受診歴があった方が保険診療で受診された場合は、市の乳がん検診

（マンモグラフィ）の受診対象外となりますので、払い戻しも行いません。 

 

２．処理手続き及び注意点 

①検診受付時には、無料クーポン券持参者の本人確認を必ず行った後に検診を実施してください。 

 次の場合は、無料検診の対象とはなりませんので、必ず受付時に無料クーポン券をご確認ください。 

・受付時に無料クーポン券をお持ちでない場合 

・有効期間外 

・検診時に、鹿児島市外に転出されている方（鹿児島市に住民登録が無い方） 

②いきいき受診券の発行対象者については、いきいき受診券も確認・回収を行ってください。 

社会保険の本人の方にも無料クーポン券を発行していますので、その場合は本人確認書類（マ 

イナンバーカード等）にて確認を行い、無料クーポン券のみ回収してください。 

③マンモグラフィ検査以外の検査（超音波検査など追加の検査）を実施される場合は、無料クーポン券 

の対象となるのはマンモグラフィ検査のみであり、それ以外は自己負担が発生することを受診者に 

説明した上で行ってください。 

④回収した無料クーポン券は必ず記録票に貼り付けてください。受診者へ返却したり、破棄することが

ないようにご注意ください。請求事務処理については、いきいき受診券による検診の請求時に、「ク

ーポン券利用者」に計上して請求してください。 

～お願い～ 

１（１）の対象者で、検診受付時に無料クーポン券を提出されない場合には、無料クーポン券をお持

ちでないかの確認をお願いいたします。無料クーポン券送付後の鹿児島市への転入者や、無料クー

ポン券による検診対象者であることをご存じでない方もいらっしゃいますので、確認、説明にご協力く

ださい。受診者本人が無料クーポン券を紛失している場合には、再発行します。その場合でも原則、

受診受付時に無料クーポン券の提出が必要となりますので無料クーポン券を再発行の上、持参して

受診するようお伝えください。 

                                                       （問い合わせ先） 

                      ～裏面もお読みください～            鹿児島市 保健予防課 

℡０９９-８０３－６９２７ 



３．見本 

 

（表面）             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

この部分を切り離し、いきい

き受診券と共に記録票に貼

り付けて（別紙参照）提出し

てください。 

検診機関控えとして保管し

てください。 

見本 

見本 

見本 



受診者名簿の記載方法 

①無料クーポン券の利用があった場合は、対象者の備考欄に「クーポン」の文字と受診券番号（２－から

はじまる８桁の番号）を記入してください。 

②受診者数内訳については、「クーポン券利用者」に計上してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者の備考欄に「クーポン」及び受診券番号（８桁）を記入してください。               

 

 

 

 

 

 

 

利用があった場合は、「クーポン券利用者」に計上してください。 

「自己負担免除者（除くクーポン券利用者）」とは区別しています。 

 

～お願い～ 

昨年度より、受診者名簿の様式を市ホームページにて掲載しておりま

す。現在お手元にお持ちの複写式の受診者名簿については、継続し

てお使いいただけますが、複写式の受診者名簿がなくなり次第、市ホ

ームページに掲載する様式でのご提出にご協力ください。 

 

市ホームページ⇒ 



無料クーポン券添付方法 

①無料クーポン券を切り離し、中央の（検診機関→保健所）部分については、いきいき受診券と共に添付 

して提出してください。 

※記録票の氏名・住所が隠れないように添付してください。（下図参照） 

※社会保険の本人の方については、いきいき受診券の添付の必要はありません。 

②右部分については、医療機関控えになりますので保管ください。 

 

見本 

見本 


